
別紙３ 

 

ボイラー等管理委託業務処理要領 

 

委託契約書第１条に規定するボイラー等管理委託業務処理要領は、次のとおりとする。 

（ボイラー等管理業務を実施する日及び時間） 

１ 受託者は、別紙１の「ボイラー等管理業務委託学校名簿」（以下「委託学校名簿」とい

う。）の学校に応じて、次によりボイラー等管理委託業務を実施するものとする。 

(1) 通常期間 

原則として日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３

条に定める休日、年末年始の休暇日及び開校記念日（以下「日曜日等」という。）を除

き、業務を実施する。 

ただし、寄宿舎を有する特別支援学校については、日曜日等も業務を行うものとす

る。 

委託学校毎の１日当たりの業務時間は、委託学校名簿に定められた時間とし、当該

業務時間には休憩時間を含めないものとする。なお、業務時間帯については、各委託

学校長と協議のうえ定めるものとする。 

(2) 特定期間 

夏期間に「特定期間対象月」（以下「特定月」という。）がある学校の当該月におけ

る業務の実施は、次によるものとする。 

なお、この要領において「毎日」とあるものは、「業務を実施する日」と読み替える

ものとする。 

○ 特定月において、原則として業務の実施を不要とする。 

ただし、この間も、受託者において危険物取扱者を選任するものとし、給油や性

能検査の立会など学校が必要とする時は、業務を実施するものとする。 

(3) 暖房期間及び給湯時間 

暖房期間及び給湯時間は、次のとおりとする。ただし特別の事情が生じた場合は、

委託学校長と受託者の協議により実施するものとする。 

ア 暖房 ４月及び11月から３月までの６ヶ月間 

イ 給湯 委託学校長が指定する時間 

(4) 日曜日等及び業務時間延長における業務 

学校行事等で日曜日等（特定月は除く。以下同じ。）に業務が必要な場合は、１日８

時間を超えない範囲で、また、日曜日等のほか、業務時間の延長が必要な場合は、日

数及び時間数を必要最小限とし、委託学校長と受託者の協議により実施するものとす

る。 

なお、これらの業務の実施時間数は、委託学校全体として年間で732時間程度以内と

する。 

（同一従業員の従事） 

２ 受託者は、委託学校に対し、特別の事情がない限り、同一従業員を配置するものとす

る。 



特別の事情により、従業員を変更する場合は、あらかじめ、委託者及び業務担当員等

に通知するものとする。 

なお、特定月については、特別な事情に相当するものとして取り扱うものとする。 

（ボイラー等管理業務の内容） 

３ 受託者は、第１項に定める業務時間中、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 委託学校毎に定めた暖房業務及び給湯給水業務 

(2) 給排水ポンプ、真空ポンプ、蒸気・温水配管、給湯循環ポンプ、温度制御器、缶圧

力計、薬注装置その他のボイラー設備及び給排水衛生設備に関する諸設備の点検等の

管理保守業務 

(3) 各種水槽、消防用設備、空調機、コンベクター、ラジエターその他の付属装置の点

検 

(4) 委託学校毎に定めた校舎（寄宿舎）内の適正温度の保持 

(5) 給水栓末端における遊離残留塩素の測定（委託学校名簿で定める学校のみ毎日。） 

(6) 危険物の量の測定（毎日）及び漏洩検知管による漏洩確認（７日に１回） 

(7) 性能検査時の立会 

(8) 前７号に掲げる業務のほか、ボイラー等管理業務の実施上、必要な業務 

４ 前項の業務を行う場合において、付属機器（部品を含む。以下同じ。）の取り替え、補

修等の作業を行うときは、これに必要な付属機器は委託者の負担とする。 

（委託者の定める書式） 

５ 委託契約書第８条の委託者の指定する書式は、別記１のボイラー等管理業務実施報告

書とする。 

（従業員の休憩に関する取扱い等） 

６ 契約書第５条第６項に基づき、受託者は委託業務に従事する従業員に関する諸法令上

の一切の責任を負うが、そのうち、従業員の休憩の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

(1) 休憩場所は、委託契約書第７条第１項で定められた「室」とすること。 

なお、休憩場所を当該「室」以外とする場合は、委託学校長及び受託者に対して事

前に届出を行うこと。 

また、この場合、従業員はボイラー等管理業務実施報告書の「備考欄」に届出をし

た事実及びその時間帯等について必ず記載すること。 

(2) 従業員が、休憩場所を「室」以外とする場合、受託者は次の措置を講ずること。 

ア 受託者は委託学校長と協議のうえ、必要があれば、休憩の間、代務者を配置する

こと。 

イ 代務者を配置しない場合、受託者は委託学校長と協議のうえ、ボイラー等の運転

を停止するなど、労働安全衛生法等各種関係法令に基づいた施設の安全管理に努め

ること。 

（燃料の受払い） 

７ 受託者は、燃料の使用に当たっては極力節約し、ボイラー等管理業務報告書により、

毎日の使用状況を明らかにしておくものとする。 

（ボイラー等管理業務実施計画書の作成及び提出） 



８ 受託者は、ボイラー等管理業務の実施に当たり、あらかじめ委託学校長と協議の上、

別記２のボイラー等管理業務実施計画書を作成し、委託者及び委託学校長に提出するも

のとする。 

なお、受託者は、当該計画書作成にあたっては、委託学校名簿で定める業務時間（休

憩時間は含まない。）と一致しているか必ず確認すること。 

また、ボイラー等管理業務実施計画書を変更する場合も同様とする。 

（電子キーの管理） 

９ 委託業務を実施するため、委託者が受託者に預けた委託者の電子キー（職員玄関及び

警備業務用機械装置等の操作キー）は、受託者が責任を持って管理するものとする。 

また、電子キーは、この契約達成のみに使用し、他の目的に転用、又は第三者に貸与

若しくは譲渡してはならない。 

（不審箇所等発見時の対応） 

10 業務の実施において、校舎内を巡回中などに、不審な箇所等を発見した場合は、すみ

やかに緊急連絡先に連絡しなければならない。 

（届出） 

11 労働基準監督署その他の官公署への法令等に基づく手続きは、受託者において行うも

のとする。 

（法令の遵守） 

12 ボイラー等管理業務の実施に当たっては、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、消

防法（昭和23年法律第186号）、ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33

号）その他の法令を遵守すること。 

（業務処理要領に定めのない事項等） 

13 この要領に定めのない事項及び定めにより難い事情が生じた場合は、委託者と受託者

で協議して定めるものとする。 


